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「医療ひっ迫防止対策強化宣言」の発出について

〇 強化宣言による主な対策

強化宣言発出前 強化宣言発出後
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【入院関係】

・コロナ病床の入院対象は原則中等症以上

・入院中等の陽性判明は自院で療養継続

・診療科病棟でクラスターが発生した場

合も可能な限り患者受入継続 等

・感染症法に基づく協力要請

・自院入院中に陽性判明した患者は可能

な限り一般病床・自院で療養を継続

・コロナ病床の入院対象者は中等症以上

や基礎疾患等の重い患者とすること 等

【外来関係】

・発熱外来以外の医療機関でも発熱患者診療

・どの医療機関でもかかりつけ患者以外

の患者も診療

・日曜・祝日等の診療体制拡充 等

・左記の内容に加え以下を依頼

・（発熱患者の診療人数の少ない医療機関

に対し）診療時間の延長やかかりつけ患

者以外の患者を診療

・症状が軽快しない患者に対する治療の継続

【その他】

・自己検査・療養受付ｾﾝﾀｰの設置 等

・市町に継続的な自己検査用のキットの

配布を依頼
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・コロナとインフルエンザのワクチン接

種

同左

※県大規模接種会場では、予約なし接種再

開済（1/6～）

適
切
な
受
診

・市販の解熱鎮痛剤・風邪薬・検査キッ

ト・食料の常備、症状が軽い低リスク者

は受診せず自宅療養

左記に加え

・症状が軽く重症化リスクが低い場合、受

診を控え自宅で療養。自己検査し陽性時

は、自己検査・療養受付センターに登録
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・
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動

（全ての人）

・混雑した場所や感染リスクが高い場所

への外出時は慎重に行動

（全ての人）

・混雑した場所や感染リスクが高い場所

への外出は極力控える

（重症化リスクのある人、体調不良者等）

・感染リスクが高い場所への外出は控える

（重症化リスクのある人、体調不良者等）

・外出についてより慎重に判断

会
食

・できるだけ少人数・短時間とする 左記に加え

・やむを得ず大人数で会食する場合は感

染防止に細心の注意を払う
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・大勢の人が密集するイベント等への参

加は、特に慎重に判断

同左
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・３密の回避、こまめな換気、消毒等の基

本的な感染防止対策の徹底

・参加者の行動管理

左記に加え

・感染リスクの高い行動への注意促進

・発熱者等の入場禁止

事
業
所

・３密の回避、こまめな換気、消毒等の基

本的な感染防止対策の徹底

左記に加え

・テレワーク、リモート会議等の推進

・多数の欠勤者を前提とした業務継続体

制の確保、一時的に業務が実施できない

場合の対応の検討


